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高知県警察本部
県民支援相談課被害者支援室

若藤 奈美

警察における支援と
連携の必要性

令和７年度
高知県犯罪被害者等支援推進会議

資料５



犯罪被害者等施策の一層の推進について
～令和５年６月６日 犯罪被害者等施策推進会議決定～

1. 犯罪被害者等給付金の抜本的強化に

関する検討

2. 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設

3. 国における司令塔機能の強化

4. 地方における途切れない支援の提供体

制の強化

5. 犯罪被害者等のための制度の拡充等 2



４ 地方における途切れない支援の提供体制の強化

① 犯罪被害者等支援を充実させるための
社会的基盤の充実強化

② 犯罪被害者等支援におけるワンストップ
サービスの実現

➢ 犯罪被害者等支援のための条例制定・
計画策定の促進

多機関ワンストップサービス体制の構築

➢ 関係機関・団体における対応能力の
向上と連携強化



警察における被害者支援制度・取組
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◆ 相談・捜査の過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供

◆ 精神的被害の回復への支援

◆ 経済的負担の軽減に資する支援

◆ 犯罪被害者の安全確保

・「被害者の手引」の作成、配付（６ページ） ・被害者連絡制度（７ページ）

・相談、カウンセリング体制の整備（10ページ）

・犯罪被害給付制度（11～15ページ） ・医療費等の公費負担制度

・再被害防止措置の推進（18ページ）
・緊急避難場所公費負担制度

・被害者の心情に配慮した捜査活動の推進（19ページ～）
・指定被害者支援要員制度（18ページ）

自宅が犯罪被害の発生場所になった場合な
ど、被害者がホテル等に一時的に避難する
ための宿泊費用を支出

重要犯罪の被害者や性犯罪被
害者に対し、初診料、診断書料、
緊急避妊薬費用、性感染症検
査費用等を支出

（ページ数は「警察による犯罪被害者支援」記載ページ）

◆ 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備
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市町村における条例制定の意義・必要性
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◆ 市町村の協力が不可欠

◆ 必要とする支援を迅速・的確に提供すること

◆ 途切れない支援の実現

被害前の生活に近い状態の暮らしを取り戻すためには、幅広い支援を提供する必要
があり、住民生活に密着した制度・サービスを所管する市町村の協力が不可欠。

犯罪被害者は、市町村が持つ各種の社会福祉制度によってそれぞれ支援を受けて
いるが、受けることができる支援は犯罪被害者の個別の環境（収入や健康状態等）に
よって変化するもので、支援に隙間が生じている可能性がある。

コーディネーターの下、県、市町村、警察、関係機関が緊密に連携して途切れのない
支援を行い、犯罪被害者等の権利を守るという自治体の責務を果たすためには、条例
の制定が必要。

条 例 制 定 に よ り 可 能 に な る こ と

◎自治体が行ってきた被害者支援の法的根拠が明確化されることで、庁内での横断的な取組
が可能となるとともに、県や関係機関との連携・協力が行いやすくなる
◎市町村からの見舞金制度が設けられることにより、被害者の早期立ち直りを強く支援できる
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地方における途切れない支援の提供体制の強化



高知県被害者支援連絡協力会
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【関係機関・団体における対応能力の向上と連携強化】

犯罪被害者等のニーズを踏まえた充実した支援を提供するため、

・ 相互に顔の見える関係づくり

・ 地域における支援の現状、課題の把握

・ 各機関・団体が持つ支援制度・サービスについての情報交換

を行うことができる会議体を設け、連携強化を図っています。

令和７年定例会：11月28日（金）開催予定

令和６年11月現在、37機関・団体が加盟


